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小児在宅医療が必要な背景（兵庫県）



退院時の連携機関

訪問看護 19 59.4%

保健師 25 78.2%

病院 3 9.4%

診療所 6 18.8%

院外薬局 12 37.5%

ヘルパー 2 6.3%

役所 3 9.4%

児童相談所 2 6.3%

学校 2 6.3%

その他 1 3.1%

まだまだ



小児訪問看護の指示元 (’09 大阪)

2010 医療的ケアを要する子どもの在宅療養
体制の整備に関する基礎調査

基礎疾患のフォローをしている病院勤務医 159

基礎疾患のフォローをしている開業医 8

プライマリーケアをしている開業医 0

訪問診療をしている開業医 12

その他 0



基幹病院

近くの診療所

地域から中核病院へ行く大変さ
 在宅医療ケア児の多くは、基幹病院
で基礎疾患と医療的ケアのフォロー
に加え、ワクチン接種や急性疾患の
対応を行なっている

地域の病院





小児の在宅医療が増えない要因
（前田浩利より）



小児に在宅医が入ると

訪問看護師病院勤務医

困ったことをすぐ
相談できる

在宅医

専門的医療・緊急依頼
在宅の様子の連絡

訪問看護指示書作成
相談にすぐ対応

退院後フォロー依頼
在宅医療管理の依頼



3. 在宅移行後

定期受診、訪問診療による状態把握
成長して行く児のケアの再考
ご家族背景の変化
児の就学
レスパイトケア
ご家族（特に母）の社会参加



0% 20% 40% 60% 80% 100%

退院前カンファレンス参加

緊急往診

往診

訪問診療

 在宅医療ケア児への診療所外での対応について
可能 不可能

訪問診療：定期的に自宅に訪問して診療すること
往診 ：緊急性はないが、訪問日以外に依頼されて訪問し、診察すること
緊急往診：発熱など突発的な状況に対し依頼されて訪問し、診察すること



在宅医療を開始できない理由（％）

0 10 20 30 40 50 60

診療報酬が低すぎる

専門外

手技に自信がない

スタッフがいない

患者がいない

時間がない

グラフタイトル



在宅医療を開始したが、、、（％）

0 10 20 30 40 50 60 70 80

特別支援学校への介入

福祉との連携

退院前カンファレンスへの参加

グラフタイトル



次なる目的

支援を要する児が基幹病院を退
院する際、自宅近くの 診療所
とマッチングした上で連携協力
依頼し、退院前から情報を共有
し、病院と診療所とで小児在宅
医療を支えるしくみ作りを構築
する



診療所と病院間の小児在宅医療連携マッチング

気管切開対応可能
合同カンファレンス参加困難

気管切開対応困難

気管切開対応可能
合同カンファレンス参加可能

A

B

C



小児在宅医療の支援経験がありますか？

0 10 20 30 40 50 60 70

相談・依頼されたことがない

相談・依頼されたが断った

たまたま来院した児を診察…

病院主治医と連携し、…

病院主治医と連携し、…

現在対応中（外来診察のみ）

現在対応中（訪問診／往診も含めて）

（人）

診療所

n=101



小児在宅医療の支援を行う
ことについてどうお考えです
か？

診療所

条件が整備されたとしたら
どこまで対応できますか？

対応したくない

条件が整っても
対応できない

条件が整っても
対応できない

昨今の事情を考慮すると
行わざるを得ない

現在も条件次第では
行っても良い

今後、条件が
整えば行いたい

相談あれば
行いたい

診療所での
診察のみ

定期的
訪問診療

定期的＋必要時
訪問診療

n=101n=101



小児在宅医療の支援の課題は何ですか？

（人）

診療所

0 10 20 30 40 50 60 70

診療に関する知識や技術の習得
専門的処置への不安

医院内の医療設備の整備
スタッフの人数

医院診察中の緊急対応
時間的余裕

診療報酬の情報
状態悪化時の受け入れ先…

訪問看護体制の確立
ケアコーディネーターの存在

その他

複数回答



診療所編のまとめ
診療所

小児在宅診療の支援経験者は多くない
しかし、約半数の医師が支援に対して前向きな考え方を
示している
 診療経験のある医師の方が、前向きな考え方が多い

診療所の医師は一人で対応しており、対応に限りがある
勉強会、講習会の開催が有用
 総合病院と連携し、まずは比較的軽症の児を診療所内で
診察することなどから開始することは可能かもしれない



今後の展望

 在宅医療的ケアの研修会や事例検討会などの実施
 基幹病院・地域の病院・診療所との連携マッチングシステムの活用
 小児が得意な訪問看護ステーションやヘルパー事業所との連携強化
 行政との連携
 成人の在宅訪問診療医なども含め医師会との連携

病院・診療所の小児科医師の意識は
在宅医療に対して前向きである



あるべき医療提供体制を実現するための施策と推進体制
（兵庫県保健医療計画 H30年）



全県共通の施策



医療圏内でケア可能か？





主な施策（下線は現行計画からの修正点）

その他 （作成指針における新規追加事項）

指標例（作成指針における「重要指標」）



平成29年度実技講習会開催予定
１．小児在宅医療実技講習会 29県
２．その他の小児在宅医療関係の研修会実施 6県
３．未定・不明・調整中など 3県



小児科専門医資格更新

専門医機構より、実技講習
を含む4時間２単位に変更
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